
島根県監査委員公表第５号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定に基づき、島根県知事から令和６年度包括外部監査の結

果に基づき講じた措置について通知があったので、同項の規定により次のとおり公表する。 

令和７年10月31日 

島根県監査委員 吉 野 和 彦 

同    福 井 竜 夫 

      同        山 口 和 志 

      同        森 脇 俊 樹 

令和６年度 包括外部監査結果報告書における指摘・意見について 

１ 包括外部監査の特定事件 

公立大学法人島根県立大学に関する財務事務の執行及び運営管理について 

２ 包括外部監査の結果に基づく措置等 

次のとおり 
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